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１ 開催日時・場所 

令和３年６月３０日（水）１０時００分から１０時２５分まで 

四條畷市役所 東別館２階 ２０１会議室 

 

２ 出席委員 

教 育 長  植田 篤司 

教育長職務代理者  山本 博資 

委 員  竹内 千佳夫 

委      員  佃  千春 

委      員  河田 文 

 

３ 事務局出席者 

教 育 部 長  阪本 武郎  
教 育 部 次 長 兼 

学 校 教 育 課 長 
 木村 実 

教育部副参事兼学校

給食センター所長 
 賀藤 久道  

学校教育課人権教

育・教科指導担当課

長兼教育センター長 

 花岡 純 

教育総務課長  板谷 ひと美  生涯学習推進課長  安田 美有希 

青 少 年 育 成 課 長  勝村 隆彦  
教育部上席主幹兼主任

（生涯学習推進担当） 
 村上 始 

公 民 館 長 兼 主 任  神本 かおり  
図書館長兼主任兼田原

図 書 館 主 任 
 田中 学 

       

 

４ 議事録作成者 

 

５ 付議案件 

議案 第１５号 令和４年度使用教科用図書（中学歴史）の採択について 

議案 第１６号 四條畷市社会教育委員会議運営規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

報告 第１３号 四條畷市市民総合センター内コミュニティスペースの使用について 

 その他 新型コロナウイルス感染拡大防止に関する対応について 

市民総合体育館を集団接種会場として使用する報告 

飯盛城に関する報告 
 

教 育 総 務 課  織田 紗樹 



 

 

2 

 

植田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花岡学校教育課人権

教育・教科指導担当課

長兼教育センター長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植田教育長 

 

佃委員 

 

 

 

 

花岡学校教育課人権

教育・教科指導担当課

長兼教育センター長 

 

 

 

只今から、６月の教育委員会定例会を開催いたします。 

四條畷市教育委員会会議規則第５条第２項の規定に基づき、議事録署名者

の指名を行います。 

本日の議事録署名者は、竹内委員にお願いいたします。 

 

それでは議事に入ります 

議案第１５号 令和４年度使用教科用図書（中学歴史）の採択についてを

議題といたします。 

事務局から本件の内容説明を願います。 

 

議案１５号 令和４年度使用教科用図書（中学歴史）の採択についてです。 

令和３年度において、中学歴史的分野の教科書が新たに発行されたことに

伴い、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第６条

第３号により、同一教科用図書の採択の特例として採択替えを行うことも可

能となっております。 

このことにより、令和４年度に四條畷市立中学校で使用する教科用図書（中

学歴史的分野）の採択を適正に行うため、大阪府教育委員会から提供される

中学校教科用図書選定資料、各中学校で作成した意見書、市教育委員会の調

査研究資料等、及び令和２年度における採択の理由や検討の経緯や内容等を

判断材料にして採択したく、本案を提案しました。 

別記、「令和４年度使用 四條畷市公立中学校教科用図書採択について」を

ご覧ください。５月に教科書見本本の受取りから、６月教科書移動展示・法

定外展示・法定展示、教科書の調査研究を経て、７月の教育委員会定例会に

て採択する流れとなっております。 

採択事務の議案について、ご審議の程、よろしくお願いいたします 

 

それでは、本件について、質疑等ございましたらお願いします。 

 

昨年の夏に大変な思いをして皆さんとともに教科書の採択をしたことがま

だ記憶に新しいですけれど、私も教科書採択には関わったことがありますが、

このようなことはイレギュラーなことだと存じ上げております。 

経緯について簡単にご説明いただけますでしょうか。 

 

中学校の自由社の歴史的分野の教科書が新たに発行されたことに伴い、現

行使用している教育出版の教科書と、そのまま採択替えをするのか新たに採

択しなおすのかというところを適正に判断するよう大阪府教育庁の指導のも

と、採択の流れをご審議いただきたく提案いたしました。 
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佃委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本教育長職務代

理者 

 

 

 

 

 

花岡学校教育課人権

教育・教科指導担当課

長兼教育センター長 

 

山本教育長職務代

理者 

 

 

 

 

竹内委員 

 

 

花岡学校教育課人権

教育・教科指導担当課

長兼教育センター長 

 

植田教育長 

 

 

 

昨年度、７社について細かく調査もし、その中から四條畷市の子どもたち

にとって教育出版という会社が良いのではないかということで選ばせてもら

いましたが、新しく発行された教科書というものが、今使っていただいてい

る声も含めて、これから調査研究していただく内容もしっかりと勉強させて

いただいて、自由社の教科書と比較をしたいと思いますが、子どもたちの教

科書が新しいものに変わることに対する混乱や、何より現場の先生方がどう

思われるか。 

折角今、新しい学習指導要領のもと、指導を進めておられるなかで、採択

替えをすることに対する不安なども総合的に考えて、７月の採択に臨みたい

と思います。 

 

昨年の教科書採択の時には、各小中学校から選出された選定委員会があっ

て、実際に現場で使われる先生方の意見等を聴取できましたが、今回はその

部分が、大阪府の選定資料や事務局での調査研究資料の作成というかたちに

なっているかと思います。 

これは昨年の方法と違いますので、この方法は本市だけなのか、あるいは

近隣市もなのか、情報があれば教えてください。 

 

近隣市の状況を事前に聴取したところ、本市と同様に、選定委員会を開か

ず採択を進めるかどうかを教育委員会定例会で審議し、採択事務を行うと聞

いております。 

 

佃委員が言われたように、昨年度、相当いろんなところの分析をし、本市

に一番ふさわしい教科書ということで採択をしましたので、選定委員会が開

かれないにしても、事務局の方で十分な調査研究の資料を作成していただけ

れば、比較は十分できると思いますので、私もこの方法に賛成したいと思い

ます。 

 

今、６月の段階で各中学校において現在の教科書の使用状況または教員の

声などがあればを教えてください。 

 

学校の方からは、現在使っている教科書について、使いにくい等の意見は

いただいておりません。昨年度の採択の内容に即して子どもたちの実情に応

じ使っていると解釈しております。 

 

それでは、ここでお諮りいたします。 

議案第１５号 令和４年度使用教科用図書（中学歴史）の採択について、

原案のとおり可決することに異議はございませんでしょうか。 
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植田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

安田生涯学習推進

課長 

 

 

 

 

 

 

植田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

植田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

神本公民館長兼主

任 

 

 

（「異議なし」の声） 

 

異議はないようですので、議案第１５号については、原案のとおり可決と

することに決しました。 

それでは次に移ります。 

 

議案第１６号 四條畷市社会教育委員会議運営規則の一部を改正する規則

の制定についてを議題といたします。 

事務局から、本件の内容説明を願います。 

 

議案第１６号 四條畷市社会教育委員会議運営規則の一部を改正する規則

の制定についてでございます。 

標記の件について、四條畷市社会教育委員の任期にあわせ、議長及び副議

長の任期を２年といたしたく本案を提案いたしました。 

新旧対照表をご覧ください。第３条において、議長及び副議長の任期を定

めており、この度１年から２年に変更をいたしたく、ご審議の程、よろしく

お願いいたします。 

 

それでは、本件について、質疑等ございましたらお願いします。 

 

それでは、ここでお諮りいたします。 

議案第１６号 四條畷市社会教育委員会議運営規則の一部を改正する規則

の制定について、原案のとおり可決することに異議はございませんでしょう

か。 

 

（「異議なし」の声） 

 

異議はないようですので、議案第１６号については、原案のとおり可決と

することに決しました。 

それでは次に移ります。 

 

報告第１３号 四條畷市市民総合センター内コミュニティスペースの使用

についてを議題といたします。 

事務局から、本件の内容説明を願います。 

 

報告第１３号 四條畷市市民総合センター内コミュニティスペースの使用

について報告いたします。 

新型コロナウイルス感染症対策に係る社会経済活動支援の一環として、市

が主体となり、民間のＰＣＲ検査事業所と協定を結び、四條畷市市民総合セ
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（神本公民館長兼

主任） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植田教育長 

 

佃委員 

 

 

 

神本公民館長兼主

任 

 

 

竹内委員 

ンター内コミュニティスペースにＰＣＲ検査会場を開設する申請が市長から

ございましたので報告いたします。 

まず、コミュニティスペースの位置づけについて説明させていただきます。

総合センターの設置目的は、市民の福祉増進と文化教養に寄与することとな

っており、コミュニティースペースは、貸館スペースに含まれていないこと

が前提にあります。 

このため、以前は喫茶室として公有財産を使用するため、四條畷市財務規

則第１１３条第３項の規定により行政財産目的外使用として専有の許可を行

ってきた経緯がございます。 

別紙の資料をご覧ください。この度の専有につきましては、市が新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止の取組みを進めるなか、その一環として市民皆さ

まの社会活動への参加、復帰支援のためＰＣＲ検査会場をコミュニティスペ

ースに設置するものであり、市民総合センターの設置目的である市民の福祉

増進に寄与する事業として、市が行政財産を専有するといった位置づけとな

ります。具体的には、令和３年７月２７日から令和４年３月３１日までの使

用とし、使用時間は午前９時から午後６時までの予定です。時間に変更があ

った場合も防犯上の観点から指定管理者が管理する開館時間内ということに

なります。 

運用形態につきましては、市と民間事業者との協定締結による開設となり、

市の事業として民間事業者が運用いたします。 

実際の運用にあたり施設使用の調整を要する場合は、その都度協議するこ

とといたしております。なお、現在、コミュニティスペースは、総合センタ

ー利用者や放課後、休日の児童、生徒の居場所として利用されておりますこ

とから、居場所として、ロビーやホワイエ等に机、椅子を配置しご利用いた

だけるようスペースの工夫を行う予定でございます。 

以上、市からの申請により公用として市民総合センターコミュニティスペ

ースをＰＣＲ検査会場として専有することを報告いたします。 

 

 それでは、本件について、確認、質問等ありましたらお願いします。 

  

 ２つ質問したいのですが、１つはワンコインというのは５００円でしょう

か。もう１点は、採取方法について、いろいろな検査方法があると思います

が、教えていただけますか。 

  

 受検料につきましては、市内在住・在学・在勤等の方は５００円。市外か

らの受検も可能となっており、３０００円の予定と聞いております。 

採取方法につきましては、唾液を採取した検査と聞いております。 

 

検査次第では陽性が出るとかいろんなことが想定されます。個人で対応さ
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（竹内委員） 

 

 

神本公民館長兼主

任 

 

 

 

 

竹内委員 

 

神本公民館長兼主任 

 

植田教育長 

 

 

木村教育部次長兼 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安田生涯学習推進

れるのだと思いますが、その後の保健所との連携や関連性などがあれば教え

てください。 

 

このＰＣＲ検査については、そもそも発熱の症状がない方、濃厚接触者で

ない方が対象となっておりまして、予約受付時には熱がないことなどの確認

をさせていただきます。 

従いまして、保健所に関わることにつきましては病院等ということになり

ますので、それ以外の方が対象となります。 

 

検査のみということですね。 

 

はい、そうです。 

 

それでは、その他案件に移ります。 

事務局からありましたらお願いします。 

 

令和３年６月２１日から７月１１日まで、まん延防止等重点措置実施期間

に移行したことに伴って、学校の状況等報告させていただきます。 

別添をご覧ください。 

まず学校教育に関する変更点といたしましては、修学旅行、府県間の移動

を伴う教育活動に関し、旅行先の都道府県が大阪からの受け入れを拒否して

いる場合や緊急事態措置区域を旅行先としている場合は、中止または延期、

それ以外は実施可とすること。 

あわせて学校行事（体育祭・文化祭等）について、感染防止策を徹底しな

がらの実施、感染リスクの高い活動は実施しないとの追記がありました。な

お、この間の学校の臨時休業等はありませんでした。 

続いて、学校施設については、記載のとおり小中学校運動場及び旧東小学

校の運動場、体育館については７月１日から再開、 旧東小学校体育館につい

ては、２１時以降は貸出しは中止。小中学校の体育館につきましては７月２

１日からの再開としております。これは学校の終業式に併せての再開となり

ます。 

また社会教育施設、屋内外の運営状況につきましては、６月２１日から貸

出しを再開、ただし、２０時以降の時間を含む枠は貸出し中止としておりま

す。夜間運動場は小中学校の運動場に準じております。ただし、利用時間に

ついては２０時まで。 

図書館につきましては、６月１日から事前予約分のみの貸出しを開始。６

月２２日からは開館再開としています。 

 

市民総合体育館についてご報告いたします。 
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課長 

 

 

 

 

 

 

 

村上教育部上席主幹

兼主任（生涯学習推進

担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植田教育長 

 

山本教育長職務代

理者 

 

 

 

 

 

６月８日付け、四條畷市新型コロナウイルス予防接種プロジェクトチーム

より、市民総合体育館のメインアリーナなどを９月１日から１２月末までワ

クチンの集団接種会場として使用したいとの申し出がありました。 

土曜日・日曜日は市民総合体育館のメインアリーナ全面及び選手控室を使

用し、５９才以下の集団接種が実施なされる見通しとなっております。平日

はメインアリーナの西側半面を集団接種にかかる備品置き場として使用する

予定となっています。 

 

飯盛城に関して報告申し上げます。 

６月１８日に国から国史跡指定に関する答申が出ましたことはお手紙で報

告させていただきましたとおりです。正式な指定の日は未定です。今までの

例でいきますと、秋頃になると思います。 

それに関しまして、お配りしました「クローズアップ飯盛城跡２０２１」。

これは大東市と四條畷市で例年開催しております飯盛城跡の調査報告会とし

て、今年度７月２５日に大東市の会場で開催いたします。会場は隔年で大東

市と四條畷市で開催しておりますが、昨年度はコロナの関係で中止しており

ます。今年度もこのような状況ですので、大東市のキラリエホールは６００

人ほど入りますが、２００人に限定し、申込制でさせていただきます。 

副題をご覧ください。「三好長慶生誕五〇〇周年記念プレイベント」と題名

をつけておりますが、来年がちょうど５００周年にあたります。大東市とと

もに来年もさまざまな行事を行います。今年度はプレイベントと大東市と共

通の題名をつけて行います。 

裏面を見ていただきますと、当日の報告内容。報告は両市の担当者、私と

大東市の李さんで行い、特別講演としまして天理大学の天野先生に講演して

いただきます。 

最後に左下を見ていただきますと、大東市の歴史民俗資料館で７月３日か

らスポット展示を行います。四條畷市の歴史民俗資料館では、１０月５日か

ら第３６回特別展といたしまして、「「天下の支配者」三好殿」という題名で

特別展の開催を予定しております。 

 

それでは、確認質問等ございましたらお願いします。 

 

飯盛城跡の国指定につきましては、村上上席を始めとして、本当に長い間

ご苦労をおかけしたと思います。この場で感謝申し上げます。本当にありが

とうございました。 

今後、市内外から注目を浴び、それ自身が四條畷の子どもたちに歴史的な

誇りなどを醸成できれば願ってもないことかなと思っておりますので、今後

ともよろしくお願いいたします。 
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植田教育長 

 

 

 

 

温かいお言葉ありがとうございます。 

その他、確認質問等ございましたらお願いします。 

 

それでは、本日予定の案件の審議はすべて終了いたしました。 

これをもちまして定例会を閉会いたします。 

どうもお疲れ様でございました。 

 

 

上記会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するためここに署名する。 

 

      令和３年７月２８日 

 

四 條 畷 市 教 育 長         植田 篤司 

 

四 條 畷 市 教 育 委 員    竹内 千佳夫 

 


